
 
 

 

 

 

令和２年第２回臨時会 
 

 

 

市  議  会  会  議  録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年７月 ６日（開会） 

令和２年７月１０日（閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

垂 水 市 議 会 



 



 

 

－１－ 

第 ２ 回 臨 時 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（７月６日）（月曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ４ 

 １.開  議 ·······································································································   ４ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ４ 

 １.会期の決定 ····································································································   ４ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ４ 

 １.議案第45号 上程 ·························································································   ８ 

   説明、休憩、意見陳述、質疑、総務文教委員会付託 

 １.日程報告 ·······································································································  ２４ 

 １.散  会 ·······································································································  ２４ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 

第２号（７月10日）（金曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ２６ 

 １.諸般の報告 ····································································································  ２６ 

 １.委員会の閉会中の継続審査の件について ·······················································  ２７ 

 １.議案第46号・議案第47号 一括上程 ······························································  ２７ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.閉  会 ·······································································································  ３２ 



 



－1－ 

令 和 ２ 年 第 ２ 回 垂 水 市 議 会 臨 時 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

７ ・ ６ 月 本会議  

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、議案上程、

説明、条例制定請求代表者意見陳述、質疑、総務文教委

員会付託 

７ ・ ７ 火 休会 委員会 総務文教委員会 

７ ・ ８ 水 〃   

７ ・ ９ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

７ ・１０ 金 本会議  
閉会中の継続審査、議案上程、説明、質疑、討論、表決、

閉会 

 

２．付議事件 

件            名 

 

議案第４５号 垂水市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例 案 

議案第４６号 垂水市庁舎建設に関する住民投票条例 案 

議案第４７号 令和２年度垂水市一般会計補正予算（第５号） 案 



－2－ 

 



 

 

 

令 和 ２ 年 第 ２ 回 臨 時 会  

 

会   議   録  

 

第 １ 日  令 和 ２ 年 ７ 月 ６ 日  



 



－3－ 

本会議第１号（７月６日）（月曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  新 原   勇              ８番  感王寺 耕 造 

       ２番  森   武 一              ９番  持 留 良 一 

       ３番  前 田   隆             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  池 田 みすず             １１番  池 山 節 夫 

       ５番  梅 木   勇             １２番  德 留 邦 治 

       ６番  堀 内 貴 志             １３番  篠 原  則 

       ７番  川 越 信 男             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          生活環境課長  港   耕 作 

   副  市  長  長 濱 重 光          農 林 課 長  森   秀 和 

   総 務 課 長  和 泉 洋 一          併    任          

   併    任                   農業委員会          

   監査事務局長                   事 務 局 長          

   企画政策課長  二 川 隆 志          水 産 商 工  大 山   昭 

   庁舎建設総括監  園 田 昌 幸          観 光 課 長          

   財 政 課 長  濵   久 志          土 木 課 長  東   弘 幸 

   税 務 課 長  橘   圭一郎          水 道 課 長  森 永 公 洋 

   市 民 課 長  篠 原 彰 治          会 計 課 長  野 村 宏 治 

   併    任                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   選 挙 管 理                   教 育 長  坂 元 裕 人 

   委 員 会                   教育総務課長  鹿 屋   勉 

   事 務 局 長                   学校教育課長  今 井   誠 

   保健課主幹  新 屋 一 己          社会教育課長  紺 屋 昭 男 

   兼介護保険係長                   国体推進課長  米 田 昭 嗣 

   福 祉 課 長  髙 田   総           

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  榎 園 雅 司          書    記  松 尾 智 信 

                            書    記  海 田 康士郎 

 



－4－ 

令和２年７月６日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（篠原則）  おはようございます。

定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから令和２年第２回垂水市議会臨時会を開

会いたします。 

   △開  議 

○議長（篠原則）  これより、本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたした

とおりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（篠原則）  日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定

により、議長において新原勇議員、德留邦治

議員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（篠原則）  日程第２、会期の決定

を議題といたします。 

 去る１日、議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本臨時会の会期を本日か

ら10日までの５日間とすることに意見の一致

をみております。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から10日までの５日

間と決定しました。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第３、諸般の報告

を行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から令和２年５月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配

付しておきましたから、ご了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござ

います。 

 初めに、７月４日未明からの大雨によりま

して、熊本県南部球磨川流域を中心に、甚大

な被害が発生いたしました。この豪雨災害に

より被災されました皆様をはじめ、関係者の

方々に心よりお見舞いを申し上げますととも

に、犠牲になられた方とご遺族の皆様方に対

し、深くお悔やみを申し上げます。 

 なお、本市におきましても、市内各地で土

砂崩れや宅地への土砂流出・流入などの被害

が発生しておりますが、一刻も早く状況を確

認し、復旧に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、新型コロナウイルス関連につ

きまして、６月議会以降の取組状況と今後の

対応等についてご報告いたします。 

 ５月25日、国の緊急事態宣言が解除され、

感染拡大を予防するため、「新しい生活様

式」の定着を進めながら段階的に制限を緩和

し、６月19日、県境をまたぐ移動等、外出自

粛が解除となったところですが、７月２日、

鹿児島市におきまして、県内初のクラスター

と考えられる事例が発生し、県内の感染者数

は98名となったところでございます。これら

の状況を踏まえ、昨日と本日早朝に新型コロ

ナウイルス感染症対策会議を開催し、本市で

発生した場合の対応や今後の体制について、

改めて確認したところでございます。このよ

うな状況の下、気を緩めることなく、これま

での身体的距離の確保、マスク着用、手洗い

の継続を周知し、「新しい生活様式」の実践

例に努めていただくよう、周知を図ってまい

りたいと考えております。 

 これまでの取組でありますが、６月８日か

ら全ての小学校において、児童・教職員及び
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保護者を対象に、感染症予防として手洗いや

学校内の消毒を徹底するとともに、家庭との

連携を図り、不当な差別や偏見、いじめ等を

防ぐべく、正確な情報に基づいた行動を取る

ことを推進するために、保健師による講話等

を行っております。 

 次に、感染予防対策としてのマスクは、少

しずつ市場に出回るようになってきましたが、

消毒液は、引き続き品薄状態が続いておりま

す。そのような状況の中、６月５日、市内事

業者から消毒用高濃度エタノール60ケースを

ご寄附いただき、市内医療機関や保育園、幼

稚園、各小・中学校に配付させていただきま

した。 

 また、６月24日には、県内事業者からフェ

イスシールド50枚と消毒液５リットルを寄贈

していただいております。 

 次に、市内におけるＰＣＲ検査体制の整備

についてでございますが、世界的な新型コロ

ナウイルス感染拡大により、ＰＣＲ検査機器

の需要も国内外で非常に高まっており、発注

から納入までの期間も、相当な時間を要す状

況にあるようでございます。そのような中、

本市におきましては、さきの６月議会におき

まして、ＰＣＲ検査関連予算の可決をいただ

きましたことから、県内でも優先的な納入が

予定されており、９月・10月をめどに機器納

入がされることとなっております。 

 次に、国の緊急経済対策における、子ども

１人当たりに１万円を給付する子育て世帯へ

の臨時特別給付金及び市単独で１万円を上乗

せするたるたる子育て特別支援金については、

当初の予定どおり、６月15日に対象者全員に

支給したところでございます。 

 また、保護者が公務員の子どもについては、

随時、支給を進めているところでございます。 

 次に、保育所等に通う子どもたちの６月か

ら８月の副食費３か月分の軽減については、

市内の各園と協議を行い、園の意向を聞きな

がら実施しており、子育て世代の皆様には大

変喜ばれているところでございます。 

 続きまして、１人当たり10万円を給付する

事業であります、特別定額給付金の給付状況

についてご報告いたします。 

 ５月１日からオンライン申請による受付を

開始して、５月22日の１回目の給付以降、７

月３日までに7,376世帯、１万4,302名分の申

請を受け付けており、来たる７月10日の支給

をもって給付率が98.9％に達する見込みであ

ります。 

 今後も、一人でも多くの方々に申請してい

ただきますよう、広報誌やチラシ等で周知す

るとともに、庁内関係課における情報共有に

より、未申請者への再通知等を行うなど、引

き続き本制度実施の周知に努め、全ての皆様

に給付できるように取り組んでまいります。 

 次に、国の政策であります、新型コロナウ

イルス感染症により経営に影響を受けました

中小企業者を対象のセーフティネット保証は、

７月３日現在、相談件数74件、うち申請件数

70件で、認定件数同数の70件、業種別では商

工業者58件、水産業者12件となっております。 

 また、商工業の景気回復を図る「コロナに

打ち勝とう」プレミアム付き商品券につきま

しては、一次募集が６月12日に終了し、2,210

世帯、１万700セットと例年の倍以上の申込み

があり、全ての方に当選はがき送付後販売を

開始し、現在二次募集が開始されております。 

 また、市独自の経済対策の取組であります

持続化給付金につきましては、６月20日に商

工業者473件、垂水・牛根両漁協の事業者284

件、合計757件へ申請案内文を送付し、６月23

日より水産商工観光課職員を各団体へ配置し、

申請受付業務を行っているところでございま

す。 

 なお、申請受付並びに相談の際には、分か



－6－ 

りやすく、懇切丁寧に説明するなど、申請者

に寄り添った対応を取るとともに、対象者の

申請漏れがないよう市報並びにホームページ

等で周知しているところでございます。 

 次に、学校教育関係でございますが、新型

コロナウイルス感染症に伴う臨時休業期間に

学習できなかった内容につきましては、各学

校が、行事の見直しや時間を短縮しての授業

実施など、様々な工夫を講じながら、学習の

遅れを取り戻すことができる計画を立て、現

在、授業が進められているところでございま

す。 

 今回、児童生徒一人一人の学びの保障とさ

らなる学習内容の定着を図るために、補充の

ための授業時間を確保する目的で、全ての

小・中学校の夏季休業期間を短縮し、７月30

日までを授業日、31日を終業式とすることと

いたしました。授業の実施に当たりましては、

給食を提供するとともに、集団感染防止策や

熱中症対策を徹底し、夏季の気候等に配慮し

た学習環境の整備及び安全確保に努めてまい

ります。 

 次に、国体推進関係について報告いたしま

す。 

 ６月19日、第75回国民体育大会並びに第20

回全国障害者スポーツ大会の主催者でありま

す、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財

団法人日本障がい者スポーツ協会、文部科学

省スポーツ庁、鹿児島県の４者が共同記者会

見を開き、今秋開催予定であった両大会につ

いては、開催しないとの発表を行いました。 

 また、両大会は延期することとして、具体

的な開催時期につきましては、可能な限り早

期の結論を得るべく、引き続き４者で調整・

検討を継続することも併せて発表されました。 

 このことから、市民の機運醸成と子供たち

の記憶に残るイベントとして、８月18日開催

予定でありました炬火リレーの開催は、見送

ったところでございます。 

 今後、開催時期についての発表がいつにな

るのか不透明ではありますが、主催団体であ

る４者の動向を注視し、開催時期がいつにな

っても対応できるよう、努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、先般成立いたしました国の第二次補

正予算を活用した新型コロナウイルス感染症

予防対策につきまして、現在、検討を進めて

おります事業についてご報告いたします。 

 まず、妊産婦におきましては、この感染症

の流行が続く中、感染防止のため、日常生活

等が制約され、自身のみならず、胎児や新生

児への健康等について、強い不安を抱えて生

活しておられる状況であります。 

 また、感染リスクを避けるため、予定して

いた里帰り出産が困難になり、家族等による

支援を得られず、孤独の中で妊産期から産褥

期を過ごすことに不安を抱えている妊産婦も

おられますことから、本市といたしましては、

オンラインによる保健指導等を実施する体制

を整備できないか、検討を行っているところ

でございます。 

 このことにより、今後、感染症への懸念か

ら、不安や悩みを抱えながらも相談窓口への

訪問をちゅうちょする妊産婦等に対し、積極

的に情報提供や相談対応等を行うことができ

るものと考えております。 

 次に、新生児への支援についてであります

が、家計への支援を行うため、実施されてお

ります国の特別定額給付金において、給付基

準日を令和２年４月27日時点の住民基本台帳

に記載されている人を対象としていることか

ら、基準日以降に生まれた新生児は、対象外

となっています。 

 しかし、対象外であっても新型コロナの影

響を受けるのは同じでありますことから、基

準日以降に出産した保護者に対し、垂水市独
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自に新生児特別支援金として、支援を検討し

ているところでございます。 

 また、この新型コロナウイルスは、専門家

などの情報によりますと、この冬から来年の

春にかけて再燃すると予想されていますが、

この新型コロナウイルスの初期症状は、同じ

季節に流行するインフルエンザの初期症状と

似ており、判別が難しいと言われております。

そのため、インフルエンザによる発熱患者数

を減らすことによって、市内の医療機関にお

ける外来診察の場の新型コロナウイルスの感

染リスクと負担を軽減する目的で、全ての市

民を対象に、インフルエンザ予防接種の公費

補助を行うことを検討しております。 

 次に、ひとり親世帯臨時特別給付金につき

ましては、一日も早く給付できるように取り

組んでまいります。 

 なお、このほかにも、市内の宿泊施設の活

性化策や、ＧＩＧＡスクール及び光回線の整

備につきましても、現在検討を進めていると

ころでございます。 

 今後とも、この新型コロナウイルスに関し

ましては、市民生活及び市民経済の安定を図

るため、スピード感を持って対応策を講じて

まいりたいと考えております。 

 つきましては、９月議会前に専決処分で対

応させていただくこともあり得るかと思いま

すので、ご了承いただきたいと思います。 

 次に、新型コロナウイルス感染防止対策以

外につきまして、ご報告いたします。 

 まず、農林課所管事項について報告いたし

ます。 

 本市の農業は、人口減少・少子高齢化に伴

い、担い手が年々減少するなどの諸問題を抱

えております。このような諸問題を解決し、

次世代を担う農業者の育成に向けた取組とし

て、市民の意見を反映した農業の方向性を定

めるため、「垂水市農業創生未来会議」を設

置し、６月23日に第１回目の会議を開催いた

しました。市内の農業従事者や鹿児島きもつ

き農業協同組合、さらに鹿屋市在住で、鹿屋

農業高等学校長を歴任され、自家栽培した野

菜や果物などの加工から販売まで行う食品工

房オーナーなど、計13名に委員を委嘱し、こ

のうちの３名の若手経営者に、営農開始時に

抱えていた課題等を報告していただきながら、

意見交換を行いました。 

 今後も、定期的な会議を通じて、農業開始

直後の経営を後押しできるようなヒントを得

るなど、営農継続のための施策につながるよ

う、運営に努めてまいります。 

 次に、耕作放棄地解消事業でございますが、

今年も農業委員会では、新城地区の耕作放棄

地の再生のために植付けをしたトウモロコシ

の収穫を、６月10日に行いました。当日は、

園児から95歳の高齢者まで、笑顔で収穫する

ことができたところであり、今後とも、耕作

放棄地解消に努めてまいります。 

 次に、社会教育関係でございますが、鹿児

島県公民館連絡協議会の令和２年度公民館等

職員表彰者決定に当たり、県内で６名が決定

し、その中で本市地区公民館の５名の方々が、

このたび表彰されました。本市に取りまして

も大変喜ばしいことでございまして、５名の

方々におかれましては、各地区公民館におい

て９年から14年もの長年にわたり、館長や主

事として公民館に勤めていただいており、そ

の業績が顕著であったため表彰されたもので

ございます。これからも地域活動の推進役と

して、ご活躍いただきたいと思っております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を

終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。休憩時間中、

全員協議会を開きますので、お集まりをお願

いいたします。 
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     午前10時20分休憩 

 

     午前11時５分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

   △議案第45号上程 

○議長（篠原則）  日程第４、議案第45号

垂水市役所の位置を定める条例の一部を改正

する条例案についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  垂水市役所の位置を定

める条例の一部を改正する条例案は、地方自

治法第74条第１項の規定に基づく直接請求に

より、現在の市役所の位置を新庁舎建設予定

地に変更する条例の制定を求めるものでござ

います。 

 条例制定や改廃等の直接請求があった場合

には、その請求の内容を十分に確認した上で

意見を付することとされておりますことから、

今回、この条例改正案を市議会に提案するに

当たり、直接請求の要旨、新庁舎建設事業の

妥当性、将来の財政見通しの３つの観点から、

私の意見を申し上げたいと思います。 

 初めに、直接請求制度と条例制定請求の要

旨でございます。 

 直接請求制度は、地方自治法第74条第１項

の規定により、普通地方公共団体の議会の議

員及び長の選挙権を有する者の総数の50分の

１以上の者の連署をもって、その代表者から

普通公共団体の長に対し、条例の制定または

改廃の請求を行うもので、市民の皆様に、直

接、市政参加を与える直接民主制度の一つで

ございます。 

 今回の直接制定請求でございますが、地方

自治法の手続により、法で定められた50分の

１以上を上回る4,468名の署名があり、条例改

正案が添えられて、条例制定の請求が行われ

ました。 

 今回、請求のあった条例制定請求の要旨に

は、「現在の新庁舎計画をしっかり進めるほ

うが将来の垂水市のため、そして市民のため

になる。現在の庁舎計画を見直すことになる

と、それこそ市民生活などに大きな影響を与

えることになる。一日も早く条例が可決され、

一刻も早く新庁舎の建設が行われることを切

に望みます。」と記載されております。 

 このように、今回の直接請求は、令和２年

第１回臨時会で「条例の制定を望むのか、そ

うでないのか。」、はっきりと分からない請

求要旨に基づき提出・提案した条例改正案と

は異なり、真に「条例制定をしてほしい。」

という本来の直接請求制度を活用した請求要

旨となっており、この直接請求に4,468名の署

名が添えられている事実を、大変重く受け止

めたところでございます。 

 第１回臨時会では、結果的に条例改正案は

否決となりましたが、その審議過程の中で、

条例提案の妥当性や条例改正案の内容の説明

不足とのご指摘もございました。 

 条例提案の妥当性でございますが、これま

でご説明しておりますとおり、位置条例の提

案時期については、地方自治法の解説書に、

条例の制定時期については、建設着工前にす

るか、完了後にするかは、市町村の事情によ

っていずれも差し支えないが、建築の財源の

見通しも立たない時期に制定することは適当

でないとされており、この解説を踏まえ、条

例改正案の提案は、基本的には建設工事予算

の確定以降になると答弁しておりました。 

 よって、第１回臨時会での条例改正案の提

案は、市としては、最低限の条件が満たされ

ていない状況でありましたことから、「時期

尚早であるが、事業推進上、必要な条例であ

る。」と意見を述べたところでございます。 

 また、条例改正案の内容の説明については、

地方自治法第４条の規定に基づき、市役所の
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事務所としてふさわしいかどうか、十分に説

明するまでには至らない状況でございました。

今回の直接請求による審議に当たっては、さ

きの第２回市議会定例会で建設工事関連予算

が可決されていることもあり、条例改正案の

提案の最低限の条件が満たされたものと考え

ておりますことから、今回の議会では、直接

請求の要旨にある新庁舎建設を進めるために

も条例制定をしてほしいという4,468名の署名

された方の思いを受け止めていただき、市役

所の事務所としてふさわしいかどうかという

視点で審議いただきたいと考えております。 

 次に、新庁舎建設事業の妥当性についてご

説明いたします。 

 新庁舎建設事業は、築60年以上が経過し、

新耐震基準を満たしておらず、大変危険であ

り、防災拠点としての機能を有していないこ

とから、早急に進めなければいけない事業と

して議員の皆様も十分ご理解いただいている

ことと思います。こういったことから、平成

24年２月に垂水市新庁舎建設等庁内検討委員

会を設置し、平成28年度に本格的に事業に着

手しましたが、事業を進めるに当たっては、

市民の皆様のご意見を参考にしながら、安全

性や市財政への影響を考慮するなど、総合

的・専門的視点で進めていく方針を事前に議

会や市民の皆様にお示しして、基本構想や基

本計画を策定してまいりました。 

 特に、基本計画に盛り込まれる建設候補地

については、市民の皆様の利便性、計画の経

済性と実現性、安全性、まちづくりとの整合

性という４つの評価項目を定め、内部評価や

外部委員による外部評価を実施し、その結果

をパブリックコメントにかけ、市民意見の反

映に努めるなど、公平かつ透明性のある手続

を行ってまいりました。 

 さらに、議会におきましては、平成30年３

月に設計業務に関する予算、平成31年３月に

地質調査に関する追加予算、さらに令和２年

６月議会で建設工事に関する予算をご審議の

上、可決いただいたところでございます。 

 一方で、この予算審議の過程で、建設事業

費の妥当性や将来財政の見通しに対するご意

見もございましたことから、今後も引き続き、

新庁舎建設事業の妥当性を判断するための情

報提供に努めたいと考えております。 

 新庁舎建設事業に対して、様々な考え方が

あることは十分に承知しておりますが、市民

の皆様に対しては、これまで広報誌に19回に

わたり必要な情報の掲載を行い、車座座談会

については、合計44回、延べ962人の市民の皆

様にご参加いただき、疑問や不安の解消に努

めてきたところでございます。 

 また、基本計画説明会、設計事業者説明会、

基本設計案に対する説明会、そして、市民

ワークショップを開催し、さらには基本計画

案や基本設計案に対するパブリックコメント

も実施してまいりました。今後も引き続き、

市民の皆様に対して、新庁舎建設事業に対す

る情報提供を行い、ご理解いただけるように

努めてまいりたいと思います。 

 次に、将来の財政見通しでございますが、

新庁舎建設事業は、垂水市民の安心安全を守

る非常に重要な事業でございますが、一方で

市財政への影響についても十分配慮しなけれ

ばならないと考えております。このことにつ

いては、さきの６月議会で財政収支見通しと

市債の発行額、残高及び公債費の状況と今後

の推計についてご説明いたしました。 

 財政収支につきましては、今後５年間の歳

入歳出額をお示ししましたが、様々な試算方

法がある中で、現状分析と将来予測により算

出されたものであると説明いたしました。 

 また、市債の発行額等についても、将来の

財政運営にできるだけ影響が出ないよう市債

残高を抑制するために、これまで実績のある
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第二次財政改革プログラムの方針を踏襲した

シミュレーションを行い、その結果をお示し

しました。これら財政収支の見通しどおりの

財政運営を行うためにも、これまで同様、議

員の皆様のご理解とご協力をいただきながら

取り組んでまいりたいと考えております。 

 一方で、現計画を見直しした場合のリスク

についても考慮する必要がございます。現計

画を見直すとなりますと、建設が少なくとも

５年以上遅れることになると考えられ、現計

画で活用予定の有利な地方債が活用できず、

また、建設費についても資材や労務費の上昇

が考えられますので、遅れれば遅れるほど、

市財政への影響が非常に大きくなることが予

想されます。何よりも、相当の期間、市民の

皆様や職員を危険な状況に置くことになりま

すことから、市民の皆様の安心安全を守ると

いう視点に立ち、現新庁舎建設を計画的に進

めていく必要があると考えております。 

 最後になりますが、第１回臨時会で、直接

請求により提案した条例改正案は、私どもの

説明不足という面もあり、否決となったこと

は重く受け止めているところでございます。 

 今回、改めて4,468名の署名が添えられ、再

度、市民の直接請求という形で条例改正案を

提案することになりました。６月議会では、

新庁舎建設工事に関する予算を可決いただき

ました。新庁舎建設事業は、一歩一歩確実に

進んでいると感じているところでございます。 

 以上のことから、今回提出した条例改正案

は、可決していただく必要がありますことか

ら、市としても可決していただけますように、

説明を尽くしたいと考えております。議員の

皆様におかれましては、市役所の事務所とし

てふさわしいかどうかという視点でご審議を

お願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  今臨時会に上程されて

おります議案第45号垂水市役所の位置を定め

る条例の一部を改正する条例案については、

地方自治法第74条第４項の規定により、条例

制定請求代表者に意見を述べる機会を与える

ことになっております。 

 お諮りいたします。意見を述べる機会につ

いては、本日午前11時30分から、本議場にお

いて、条例制定請求代表者３人以内とし、意

見を述べる時間を全体で30分以内としたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。

よって、意見を述べる機会については、本日

午前11時30分から本議場において、条例制定

請求代表者３人以内とし、意見を述べる時間

を全体で30分以内とすることに決定しました。 

 なお、地方自治法施行令第98条の２第１項

の規定により、条例制定請求代表者に対し、

ただいま議決した事項を通知するとともに、

告示及び公表いたします。 

 ここで、告示及び公表手続のため、暫時休

憩いたします。再開は、11時30分から再開い

たします。 

     午前11時19分休憩 

 

     午前11時30分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 これより地方自治法第74条第４項の規定に

より、条例制定請求代表者の意見陳述を行い

ます。 

 意見陳述者は、宮下直弥氏で、１名であり

ます。 

 なお、意見陳述者の方に申し上げます。意

見陳述の時間は、全体で30分以内となってお

りますので、ご留意をお願いいたします。 

 それでは、宮下直弥氏、登壇の上、意見陳

述をお願いいたします。 
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   ［条例制定請求代表者宮下直弥登壇］ 

○条例制定請求代表者（宮下直弥）  まずも

って、本日、私の到着が遅れたことをお詫び

いたします。私は、送迎バスを朝晩している

のですが、朝、垂水の南之郷線。高峠へ行く

道が通行止めだということで、鹿屋回りで１

時間ほど早く出発したのですが、鹿屋のほう

もところどころ冠水や土砂崩れ等が起きてお

り、私のバスも冠水した道を通って、何とか

今日議会があるということで、決死の思いで

やってまいりました。新城、城山学園の付近

が通行止めだったのですが、行政の皆さんや

竹之内組さんがちょうど工事をしてくださり、

今日こうして来ることができました。皆さん

に感謝いたしたいと思います。 

 また、大野原へ続く道が、今、通行止めだ

ということを聞きました。この道は、私たち

垂水市民・大野地区の皆さんの生活道路であ

り、また、ジャパンファーム、大隅ミートな

ど垂水の基幹産業の主要な場所であります。

飼料の到着等が遅れれば、肥育に大変な影響

がありますので、こちらのほうも併せて行政

のほうへご対応のほどよろしくお願いします。 

 改めまして、宮下直弥です。祖父の代から

続く商店と焼き芋や、国産鶏肉、ガソリンス

タンドを販売する仕事を営んでおります。 

 大野地区は、人口が今や100名を切り、限界

集落で高齢化率も高い過疎の地域です。10年

前に垂水市が提唱した10年計画に沿って、少

しでも地域を元気にしたいと地域一丸で取り

組んでまいりました。日頃から、垂水市職員

の皆様におきましては、この地域活動におき

まして多大なるご協力をいただき、改めて感

謝申し上げます。 

 垂水市９地区が、10年計画をつくるに当た

り、トップバッターが大野地区ということで

マニュアルがなく、手探りで幾度となく話合

いを重ね計画を策定しましたが、大変意義深

い計画ができたと思っています。大野づくり

が、後々ほかの地区の10年計画にも役立った

と聞き、苦労したかいがあったかなあと思う

ところです。 

 大野づくり計画では、つらさげ芋をはじめ

とした農産品のうのばいブランド化を図った

り、地域活性化の一環として、移住促進、住

宅改修、鹿児島大学の学生との連携などを図

ってまいりました。大野原いきいき祭りは、

昨年12月で第10回を数え、多くの皆さんに大

野を知ってもらえる、よい機会となりました。

平成28年には、農林水産祭、むらづくり部門

で内閣総理大臣賞を受賞させていただきまし

た。 

 10年計画は、ついこの間、中央地区が策定

を完了したと聞いておりますが、大野地区は、

今年で10年がたち、また新たな10年計画の第

二期計画に、現在、取りかかっているところ

です。自分たちでできることは自分たちです

る、それでも難しいことは、行政や関係機関

に協力を仰ぎ、一緒になって取り組むという

のが大野地区のモットーですので、今後とも

行政、そして議会の皆さんのご協力をよろし

くお願いします。 

 さて、本日は、私たち新庁舎建設を進める

会の直接請求に際し、議会でこのように意見

陳述をさせていただく機会を設けてくださり、

全ての関係者の皆様に御礼申し上げます。 

 また、垂水市議会議員の皆様におきまして

は、日頃より私たち市民のために、議員活動

を行っていただいていることに対しましても

御礼申し上げます。 

 また、先月の議会では、新庁舎建設予算案

の可決をしていただき、ありがとうございま

した。そして、行政におきましても、新型コ

ロナ対策では、大変なご苦労があったと思い

ますが、幸いにして本市では、新型コロナ患

者発生もなく、平穏無事に過ごすことができ
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ております。 

 また、新型コロナの影響を受けた企業に対

する経済対策、「こもんそ商品券」の発行と

いった地域振興なども施していただき、まさ

に行政と議会が一体となって協力し、垂水市

のことを考え、ご対応くださった議会であっ

たかなあと感じるところです。 

 先日、鹿児島市内と北薩・南薩、そしてつ

いに大隅半島で新型コロナの患者が発生いた

しました。非常に危惧しております。今後、

気を引き締めて生活していかないといけない

と思いますし、関係各位には改めて大変だと

思いますが、頑張っていただきたいなあと思

うところです。 

 また、今日のようなこの大雨で、市内各地

で崖崩れ等も起こっていると聞きます。大き

な災害がないことを祈りつつ、復旧作業のほ

うも、重ねますが、改めてよろしくお願いし

ます。 

 さて、今回、私たちが直接請求をするに当

たり、新庁舎を早期に建設すべきという立場

で署名活動を行ってまいりました。それ以前

には、私個人として、たしか昨年の９月議会

だったと思うのですが、新庁舎の早期建設を

求める陳情を本議会に提出し、ありがたいこ

とに採択していただきました。庁舎建設に関

しては、新聞報道や議会のインターネット中

継も時間があるときは拝見しており、注視し

ており、一定の流れは把握しているつもりで

す。 

 さきの５月の議会で、新庁舎建設反対の立

場の皆さんが、反対の立場であるにもかかわ

らず、反対を目的として直接請求を行いまし

た。本来、地方自治法74条直接請求は、こう

いったことを実現してくださいと条例制定を

目指し活動するものですが、今回は、議会の

状況が３分の２以上の賛成が取れないだろう

というもくろみ。否決目的で直接請求された

ことは、本来のこの制度の趣旨に反している

と思われ、大変遺憾に思います。市民の皆さ

んも、正直、意味が分からず署名をなさった

方もおられたかもしれません。これでは、民

主主義の根幹に関わることで、これではいけ

ないということで、このたび私たち有志が立

ち上がり、純粋に条例制定を目指し、賛成の

立場で活動した次第です。 

 改めて、メンバー、共同代表をご紹介しま

す。水迫宏一、池田政春、岩切隆美、田村眞

一、竹之内信一、園田純俊、小森浩一、森山

稔、内田紘一、木場光、小森淳子、川畑みよ

子、宮下直弥。共同代表は、以上の13名です

が、他にも多くの市民の皆さんがご協力いた

だき、今回、4,468筆の署名に至ったことを申

し添えます。 

 さて、請求の要旨に関してですが、大きな

論点は２点だと思います。 

 まずは安全面。現庁舎は、築60年、古くて

危ない。何年もこの状態を放置し、危険と隣

り合わせのこの庁舎で、垂水市職員の皆さん

は仕事を、私たち市民は行政サービスを受け

なければならないのかということです。今で

も少し揺れを感じるような地震が来たら、職

員の皆さんには、すぐ逃げるようにと市長が

指示されていると聞きました。この前の少し

大きな地震では、トイレのタイルが剥がれ落

ちたとも聞きました。 

 現在、市民の安心安全は、確保しておりま

せん。これでよいのでしょうか。このまま放

置しておけば、庁舎は、防災拠点という意味

でも十分機能しているか、疑問です。今日の

ような大雨、大災害時、地震、津波、あらゆ

る災害において、庁舎というものは防災拠点

に、司令塔となるものであると思いますが、

庁舎が不安定、耐震を十分満たしていないと

いうことでは、防災拠点という意味でも機能

しているか疑問に思います。 
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 また、現計画は、検討委員会や市民はもち

ろん、専門家の方も入った垂水市新庁舎検討

委員会などにおいて、安全面に配慮されてい

る計画であるかどうかということです。 

 もう１点は、財政面。現計画案は、国から

の交付税措置のある地方債を活用しており、

将来の財政への影響が抑えられている計画で

あると聞いております。仮に、この現計画を

破棄し、新たに計画を立て直すとなれば、素

人考えでもデメリットのほうが大きいのでは

ないでしょうか。例を挙げれば、時間がたつ

ごとに建設コストは今以上に上がり、有利な

地方債も活用できない可能性が高いと思いま

す。そして、この国からの財政的措置は、令

和２年度以内限定のもので、ほぼ見込めると

のことですが、来年度以降、財政的措置は今

のところ見込めていないということです。そ

れどころか、新型コロナで日本中、いえ、世

界中で経済が低迷する中、庁舎建設に回す財

政的余裕はない、新型コロナ、経済対策が優

先だと、国が方針を変えるということにもつ

ながりかねません。もし、国の財政的措置に

頼らず、自主財源だけで新庁舎を建てようと

思っても、現実的には厳しいと思います。 

 議員の皆様の審議については、とにかく私

たち市民の立場で、市役所で働く職員の皆さ

ん、そしてそこで行政サービスを受ける人た

ち、すなわち市民の命を守ることを優先して

ご審議いただきたいです。もちろん、現計画

では、庁舎建設をすることで市民の税金が上

がるとかそういったことはないと聞いており

ますが、絶対に庁舎建設で市民生活に影響が

出ないようにしていただきたいと思います。 

 そして、それでも新庁舎建設に反対する皆

さんは、何かあったら責任を取ると堂々と宣

言して反対してください。少し酷な言い方を

しましたが、それだけ皆さんは、市民の負託

を受け議員となり、活動しておられます。そ

れぞれの行動の裏には責任が伴うことを、私

が言わないでもお分かりだと思いますが、再

認識していただき、常識ある行動を強く求め

ます。 

 そもそも、新庁舎建設については、平成30

年３月に垂水市新庁舎建設基本計画が決定さ

れ、同月新庁舎建設工事基本実施設計業務委

託費１億1,162万1,000円で、本議会が賛成多

数で可決しておられます。さらに、１年後の

平成31年３月にも、設計業務変更契約経費

2,760万円を全会一致で可決しておられると思

います。二度にわたり、市議会が現計画の現

建設予定地を想定し、議員の皆さんがその案

に賛成して可決したことをお忘れでしょうか。 

 また、私が先程申しましたが、９月に出し

た陳情も、賛成多数で可決してくださったこ

とも大きな意味を持つことだと思います。 

 議員の皆様は、私も顔見知りの方もたくさ

んいらっしゃり、尊敬する先輩方がたくさん

おられます。気さくによく声をかけてくださ

る方もおられ、親近感も覚えることがよくあ

ります。そんな皆さんだからこそ、私たちの

思いが届くようにと信じております。 

 私も最初は、新庁舎建設は、浜辺で大丈夫

かと正直、心配しました。しかし、幾度とな

く行われた住民説明会や車座座談会、市民

ワークショップに参加し、理解を深めました。

現在反対派の主要メンバーの方も、当時その

グループワーキングに参加されており、私の

隣でご一緒したのですが、当時は、非常に建

設的な意見を述べられていただけに、反対に

回られたのは非常に残念でした。 

 そもそも、海辺でいいのと反対しておられ

る方々は、住民説明会、車座座談会に参加し、

説明を聞かれたのでしょうか。もうここでは

詳しい説明はしませんが、建設計画場所は、

錦江湾内なので、もし南海トラフ地震が起こ

って津波が来たり、桜島の噴火による地震・
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津波もそれこそ想定し、設計され、大臣認定

の技法で建設されるということでした。それ

でも壊滅的な打撃は受けないであろうと、専

門家も入った検討委員会で一定の安全性が保

たれていると判断されております。まさに史

上最強クラス、前代未聞の大災害、大地震、

大津波などの災害が起これば、海辺の近くに

ある新庁舎は、間違いなく跡形もなく崩れる

でしょう。しかしそのときは、庁舎だけでな

く、垂水市、鹿児島県全体に壊滅的な被害が

及ぶわけで、それを言ったら何も議論ができ

ませんし、何も建てられません。私たちは、

そういった行政が示す安全性が担保された計

画であるという説明を信じ、それならば現計

画は住民の安心安全を守ってくれる計画だと

思い、賛成しているわけであります。 

 現計画場所周辺は、冠水対策や高波、砂対

策も万全を期さなければならず、そういった

ことをもっと議論し、進めるべきではないか

と考えます。とにかく、専門家の皆さんが大

丈夫であろうと示し、長い歳月をかけ多くの

市民、そして市役所職員の皆さんがかかわっ

てつくり上げたこの現計画を破棄し、一から

つくり直すことは容易でありませんし、現計

画より財政的負担なしに、新たな案をつくる

のは、不可能に近いのではないでしょうか。

時間、手間、そして１億円以上の税金を投入

したことはどうお考えでしょうか。そこまで

しても絶対反対だというなら、新庁舎を現庁

舎、ここの跡に建てるなどといった現実離れ

した案ではなく、現実的な代替案を示してく

ださいと言いたいです。なぜ現実的でないか

といえば、現庁舎、ここの庁舎跡地だけでは

狭く、土地買収を行う必要があり、ここに建

てるとしても新庁舎建設場所と同じように地

盤改良が必要であること。仮庁舎が必要であ

り、予算が幾らあっても足りないということ

が誰でも分かります。何でも反対するという

のは、国会の野党のようで大変無責任だと考

えます。 

 もし、この庁舎建設計画が破棄され、それ

でも現庁舎は現実的に古くて危ないので、国

からの財政的措置がないまま何とかかんとか

して、自主財源だけで建て直しができたとし

ましょう。その場合、どういうことが起こる

かを考えてみました。建設費が、徐々に市の

財政を圧迫し、赤字自治体、いわゆる夕張市

のように市の財政が破綻する財政再建自治体

に陥るかもしれません。それでは、どこかと

合併し、財政を立て直しましょうということ

で合併ともなれば、垂水市職員の削減が起こ

り、さすれば私たち市民への行政サービスの

低下、消防機能の縮小、緊急搬送への支障な

ども考えられます。もちろん、まさに私たち

市民の税金が上がるという事態も、否定はで

きないと思います。これは最悪のシナリオで、

こうならないことを祈っておりますが、もし、

この最悪のケースがあり得ると思いますし、

そうなったら責任はどなたが取られるのでし

ょうか。 

 正直こういう署名活動するのは、私は商売

をしているので、商売人にとってはリスクが

あります。反対派の皆さんからすれば、宮下

は、庁舎建設の賛成の活動をしているから、

あいつのところの焼き芋は買わない、鶏肉は

買わない、油は入れない、という人がいるか

もしれません。生活に支障が出る可能性もあ

ります。そういった意味では、こういった活

動をせず、だんまりを決め込み、他人に責任

を負わせていれば安泰だったと思います。 

 しかし、黙って何もせず、先程述べたよう

に最悪の事態に及ぶこととなれば、私たちの

子どもや孫に影響が及ぶことになります。私

も妻がおり、４歳の息子がいます。今、新庁

舎を建てなければ、息子の世代にツケを回す

ことになります。それだけは、絶対に避けね
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ばならないという強い思いが、私たちだけで

なく13名の共同代表、そして4,468筆の署名を

してくださった市民の気持ちだと思います。 

 鹿児島には、島津義弘公が提唱したとされ

る「薩摩の教え・男の順序」というものがあ

ります。１、何かに挑戦し成功した者。２、

何かに挑戦し失敗した者。３、自ら挑戦しな

かったが挑戦した人の手助けをした者。４、

何もしなかった者。５、何もせず批判だけし

ている者。私は、この５つの言葉を常に意識

し、４、何もしなかった者、５、何もせず批

判だけしている者、これだけにはならないと

自分で戒め、行動しているつもりです。当初

から、新庁舎建設反対を掲げ、選挙活動、議

員活動をされて、原案について反対している

皆さんも、あらゆる説明や何より今回、建設

を早く進めてほしいという思いが詰まった

4,468筆のこの署名を目の当たりにし、そこま

で市民の声があるなら、議員としてじくじた

る思いはあるが、現行案やむなし、と考えが

変わることは、何もおかしなことではないと

思います。むしろ、反対していた皆さんの厳

しい目線、厳しい立場で、現行案をよりよい

ものにすべくチェック・精査し、新庁舎建設

をよりよいものにすることこそ、議員の務め

ではないでしょうか。それをされれば、有権

者、市民は必ず納得されると思います。それ

ぞれのお立場があるのは重々承知しておりま

す。しかし、自分が自分であり続けるために

は芯を持ち、臨機応変に環境や状況に応じ、

常に自分を変えていかなくてはならないと思

います。それがやがては自分のため、そして

市民のためにつながるのではないでしょうか。 

 垂水市には、過疎高齢化、子育て支援、地

域活性化、人口減少、産業振興、災害対策、

課題は山積しております。この庁舎建設問題

を早く終わらせ、こういった課題に力を注ぎ、

議員の皆さんの英知を結集し、取り組んでい

ただきたいと思っております。 

 また、現庁舎の、今、ここにあるこの庁舎

の跡地利用についてもしっかり議論がなされ、

活性化策につながる妙案を示していただきた

いと思います。 

 重ねますが、今日のように災害の多い地域

です。道路をはじめ、インフラ整備、災害対

策なども取り組まれ、市民の安心安全を一刻

も早く守っていただきたいと思います。 

 昔から、垂水は、あらゆることにおいて何

でも意見が２つに分かれ、市民を二分するよ

うな事態が起こると言われています。現に、

この庁舎建設問題もそうです。こういった古

い体質の考えは、もう皆さんの世代で終わら

せていただけませんか。この悪い習慣を皆さ

んの手で、議会で終わらせていただけません

か。さすれば、あの議会の判断は、垂水の歴

史の中でも転換点、大英断だったと後世に誇

れるものになるはずです。 

 新型コロナで議会の傍聴もなかなか難しく、

市民の皆さんにはなかなか議会の状況という

ものが伝わらないかもしれません。 

 しかし、インターネット放送で私は、よく

見ております。何十人、100人単位で見ている、

リアルタイムでそういった数字も出ておりま

す。だから、議員の皆さんの議場での態度も

インターネットでよく見えております。そこ

もしっかりと踏まえていただき、これからの

議員活動をしていただければと思います。 

 一日も早く条例が可決され、一刻も早い新

庁舎建設が行われ、市民の安心安全が確保さ

れることを切に望みまして、意見陳述とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 令和２年７月６日、新庁舎建設を進める会

共同代表、宮下直弥。 

 ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  以上で、条例制定請求

代表者の意見陳述を終わります。 
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 意見陳述者の方は、退席をお願いいたしま

す。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○持留良一議員  まず、意見書について。先

ほど、宮下君も指摘していましたけども、前

回の直接請求が、制度の趣旨・目的に逸脱し

ていると。私もそういうふうな形で、この前

は討論させていただきましたが、改めて市長

はこのことで何らかの、今回も前回の直接請

求は、はっきりと分からない請求要旨に基づ

き提案、どういう意味なのか。そういうこと

で、前回の直接請求を批判されているんです

けれども。 

 しかし、一方ではそれを出されたというこ

とに対しては、私はこれも批判したつもりで

いますけども、この点について。この意見書

で反省もなかったと思うのですが、その点、

一つお聞きしたいということと、あと今、

4,468人の署名だったと。総署名数は5,911。

しかし、実際有効の署名は4,468人。いわゆる

無効署名率というか、これはまあ私が勝手に

考えたあれですけれども、24％という高い数

字なんですね。私が他市町村調べても、最も

高いので10％、あとは２％～５％は許容範囲

というような中身だったんですけども。改め

てこの署名、確かに数から見たら民意だとい

うふうに思います。大きな、やはり私たちは

否定できない実態の中身だと思うのですけど

も、この中でもこういう結果が出たことに対

してどのようにお考えなのかということです。 

 それから、条例案の提案の妥当性という、

法的な点で私は、ちょっと質疑したいんです

けども。これに関しては、地方自治法第222条

の問題と地方自治法４条の問題があります。

４条では、財政のめどのない時期に出すとい

うのは、これは問題だということは、もうみ

んなでそこは幾度となくやってきたというふ

うに思います。しかし、この222条に合致した

提案なのかどうなのか。このことについて、

法的な面で妥当性はちゃんと担保されている

のか、お聞きしたいと思います。そうなって

くると、もし今回、これが妥当だということ

になれば、じゃあ前回何だったんだと。前回

は、予算の見通しもない、事業予算も可決さ

れていない、そういう中で条例を出されたと

いうことは、これは私は、地方自治法第222条

に抵触するんじゃないかと。改めてこの点に

ついて、この場合の効果というのは、遡って

検討できるのかどうなのかをお聞きしたいと

いうふうに思います。 

 最後になりますけども、私はこの問題を

様々考える上で、全国いろんなところも調査

させていただいているんですけれども。滋賀

県高島市、これは６回ぐらいでやったのです

かね。この位置条例案が否決されたというこ

とで、このままじゃいけないと。将来にわた

っても大変な禍根を残すことになると。今後

のまちづくりにとってもマイナスになるとい

うことで、経済界が建議書を出しました。そ

れを受けて、当局は、これをやはり成立する

意味では住民投票、これがいいんじゃないか

ということで結果実施されて、その結果その

後この位置条例は採択されたという、私は経

過だと認識していますけれども。今のままで

行くとまた否定される、混迷を深める、混乱

を深める、そういうものになっていく。私た

ちは、一回きちっと、一度待って、もう一回

このことに対して住民の皆さんに問う。住民

の皆さんも、大変私は、この問題ではだんだ

ん理解は深まってきていると思います。そう

いう中で、今回私たちが一番欠落したのは、

住民の意思の反映。アンケートだったり住民

投票。その後、住民投票条例が直接請求あり

ましたけど、結果としてそれは否決されたと

いう経過もあります。この現状を打開し、み
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んなが納得して第一線で今後、議論を深めて

いこう、新庁舎建設に向けて頑張っていこう

という点では、改めてそういう取組を。この

高島市みたいに取組をすべきではないかとい

うふうに思いますが、これについて質疑いた

します。 

○市長（尾脇雅弥）  幾つかありましたので、

足らざるところは、またご質問ください。 

 まず、５月１日の採決あるいは上程に関し

てですけれども、先程も申し上げました。こ

れまでも４条の提出時期ということに関して

は、少なくとも予算等々の具体的なものがお

示しできてから。前回６月19日の実施設計と

いうのがそれに当たるんだろうというふうに

思います。しかしながら、その５月１日の採

決というのは、それ以前に直接請求、有権者

の50分の１以上のもので成り立つということ

でありました。先ほど、違法性という話もあ

りましたけれども、そういうことはどうなの

だと問合せもいたしましたけれども、ルール

上、総務省自体もそういうことを想定してい

ないということでありましたので、その形で

上程せざるを得ないと。上程に際しては、申

し上げたように時期尚早というふうに、今ま

で述べたような考え方で思いますけれども、

上程された以上はやはり位置の変更は必要だ

からという、私自身も矛盾する。持留議員も

ご指摘、分かっておられてご指摘はあると思

いますけれども、ほかに方法がないわけです

よね。上程することができないとか、そうい

うことではなくて、決められたルールの中で

提案させていただいて、先ほどの反省の一つ

としてそういう状況、あるいは財源的なもの

に関しても、その当時十分説明できないとい

うことによって３分の２得られなかったとい

うのは、ある意味やむを得ないのだろうとい

うふうに思います。 

 その後、６月19日に我々として、こういう

形でという具体的な案をお示しさせていただ

いて、予算も含めて、そのことをもって可決

をいただきましたので、今回、タイミング。

その後のタイミングとして、今日、そういう

賛成派の皆様が4,468の署名を持って提案され

たということでありますので、そのことはし

っかり見守りたいというふうに思うところで

あります。 

 また、２点目、その4,468の中身ということ

でありますけれども、先ほど代表者の方が言

われました、５月１日の1,001名に関しても、

賛成のつもりで書いたという方もおられるよ

うに聞きます。先ほど、今日提出される、も

ともと6,000ぐらい集まったのではないかと、

それからすると割合として低くなるのではな

いかというお考え。少し中身を見させていた

だいたところに、重複だったりとか、いろい

ろ例えば数字上不明なところに関して五、六

百名ぐらいですかね、お返しして、その分で

返ってくる率というのが思いのほか２割程度

でしたかね、そういうことであるとか。聞き

ますと、何か法的なもので縛られてしまうの

ではないかと心配をされる方も多かったとい

うことのようでもあります。いろんなことは

あるのですけれども、結果的に同じルールの

中で1,001名確定したという数字と、同じルー

ルの中で4,468名の4.4倍以上の実質の数字と

いうのは事実でありますので、ルールの中で

前回の４条、移転に関しては、そういう数字

上の結果は事実でありますので。そういう意

味では、それはそれという形で、先ほど代表

者の方がお話されたようなお気持ちだという

ふうには察するところであります。 

 私のほうからは、以上でございます。 

○財政課長（濵 久志）  地方自治法第222条

の考え方についてご説明いたします。 

 地方自治法第222条第１項では、「普通地方

公共団体の長は、条例その他議会の議決を要



－18－ 

すべき案件があらたに予算を伴うこととなる

ものであるときは、必要な予算上の措置が適

確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、

これを議会に提出してはならない」とされて

おります。この条文の概要については、一般

論としてお答えいたしますと、地方公共団体

の財政運営の健全性や計画性を確保する趣旨

で、予算を伴う条例等の制定及び改正につい

ては、予算措置が適確に講ぜられる見込みが

得られるまでは、議会への提案が制限されて

いるとの規定であると考えます。 

 また、必要な予算措置が適確に講ぜられる

見込みの具体的な時期とは、最も確実な時期

としては、関係予算が議会に提出されたとき

でありますが、見込みとは地方公共団体の長

において見込みがあるものと判断すれば足り

るとの解釈もございます。条例案の提出時点

において、必ずしも予算の先行審議を要する

趣旨のものではないと考えられます。 

 以上のようなことから、予算を伴う条例案

等を議会へ提出する際は、同一議会において

予算案を同時に提出することが、それぞれの

議案に対しての審議に理解が深まるものと考

えますが、地方自治法第222条の規定は、あく

までも地方公共団体の財政運営の健全性や計

画性を確保するため、予算を伴う条例等の制

定・改定を提出する際は、予算の見通しをし

っかり立てた上で提出すべきと定めているも

のであって、議会への条例案・予算案の提出

時期までを定めているものではないと考えら

れます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  最後、たしか住民投票

の考えはないかというお話でありました。 

 昨年の12月23日に、高橋代表のほうで、場

所の是非を問うということで直接請求がござ

いました。これまでも話していますけれども、

民意を問うということは、もうそういうこと

が必要に応じてするべきだと、これまでも申

し上げてきました。しかしながら、前回の請

求というのは場所だけを問うということであ

りました。私が申し上げているのは、我々が

これまで議会の先生方の議決をいただきなが

らつくってきた現行案があるわけですよね。

それに甲乙つけ難いとまでは言いませんけれ

ども、そういう考え方の代案があって、どっ

ちにするのということであれば、それは市民

の皆さんのご判断ということだというふうに

思いますけども。それもなくて、どちらかと

いうと場所の反対というための趣旨でしたの

で、それは、そういういろんな建設する責任

として、財政上の問題も含めてというふうな

考えを持っていましたけれども、議会の先生

方のご判断で否決ということでありましたの

で、そういうことでございます。 

 今回、先ほど宮下代表が、賛成の皆さんの

思いということで、4,468の数字というのは相

当な思いというふうに思っております。その

ことを、今日提案されたばかりであります。

明日には、また委員会ということでの議論も

ありますし、まずは、そこをしっかりと見守

っていきたいというふうに思いますし、先ほ

ど民意を問う考えはないのかということに関

しては、現段階においては考えておりません

けれども、一つの方法として全く考えていな

いということではありません。常にそういう

気持ちは持っておりますということでござい

ます。 

○持留良一議員  私はどうも先ほどの、前回

の直接請求と今回の請求との大きな差は、２

つありましたよね。財源の見通しの問題、ま

た関係する予算の問題。要するに、提案する

場合には、以前、議会の、もしくは遅くとも

同一議会に関係予算が提案されなきゃならな

いということ。このことは、要するに222条が

求めているのは、長の条例案の提案について
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自己規制を求めているわけですよね、勝手に

やるなと。やっぱりそういう形で自己規制を

求めて、財政の健全な運営をそこで求めてい

く。そのためには、やはりそういうようなこ

とが必要で、その中で条例案を出してくると

いうことで、前回、それが全くこれは見れな

かったです。今まで、それまでも市長も含め

て、もう財源の見通しはできましたというこ

とは、一人も公の場では聞いたこともありま

せんでした。 

 では、関係予算とは何なのか。実施設計は、

では含まれるのかと。基本設計が含まれるの

かという、また議論もあると思うのです。し

かしやはり、ここのところの問題をしっかり

見ないと。今回の、この直接請求もそういう

根拠に基づいた形で出されているのか、どう

なのかということは、明らかにされていない

ですよ。財源の見通し、いわゆる地方自治法

４条の問題でもそのことがない。だからどう

しても私は、前回の関係でも本当にあれが出

されたのは妥当なのかどうなのか、抵触しな

いのかどうなのか。では今回、それにしっか

りのっとった形で出されたということを、主

張できるのかどうなのかということなんです

けども、この点について再度お聞きしたいと

思います。 

 あと市長が言われていた、今のこの難局を

課題というんですかね、問題点を、課題を克

服するためには、やはり一定程度のそういう

取組はあって私はしかるべき。いわゆる住民

自治の問題、基本的にはやはり住民自治をき

ちっと育むという観点からも、今回のこの取

組の中で、そのことが十分反映されなかった。

結果として、今まで副市長も含めて言われて

きたのは、建設後でもいいと。それは当然法

の解釈で、運用で、そのことはできるわけで

すので。しかし、大事なのは、今こういう時

期の中で、みんなでつくっていこうじゃない

かという一つの意思を固めていく、そういう

時期でもあろうと思うのですよ。であるなら

ば、やはりそこはきちんとそういう立場に立

って、やっていくというのが基本的な住民自

治運営する市長の、ある意味責任、役割でも

あるというふうに思うわけです。これはまた、

いろいろと議論をさせて、委員会でもさせて

いただきますけども、さっきの財政問題につ

いて、再度そういう根拠で出されたかどうな

のか、そして、４条には違反しないのかどう

なのか。 

○市長（尾脇雅弥）  １点目の出すべきタイ

ミングかどうかということの部分に関しては、

何回も、前回もお話ししました。私も時期尚

早だというふうに思っていますけれども、そ

のことを上程、そういう提出がされた以上は、

上程せざるを得ないというルールになってい

るものですから。その際は、意見書をつけて

ということで、これまでお話をしたようなこ

とですね。ある意味考え方としては、ご理解

いただいていると思うのだけど、結果として

上程するのがおかしいのじゃないかという話

なのですが。上程せざるを得ないという状況

でしたので、これまでの答弁どおり、そうい

う直接請求がされた以上は、それを出しませ

んよということは成り立たないということで。

法的に議会事務局等々に確認して、そういう

ことだということでありましたので、上程し

たということになると思います。 

○持留良一議員  私は、前回との比較を先ほ

どから論じているんですよね。だから今回は、

そういう根拠に基づいて出していますよとい

う。いわゆる出されたから出すということじ

ゃなくて。それに我々は、議員として何を基

本とするか、法律や条例ですよ。そういう根

拠に基づいて出しているのかということを問

いただしていかないと、我々、法治国家でも

このことがその役割としてあるわけですので。
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では、その点はどうなのかと。改めてそのと

ころを出されたから出すということではなく、

それはちゃんとこういう法的な根拠に基づい

て、財源の見通しも出てきたということで出

すということが、本来のあるべき姿ではない

か。では、そこのところは何だったのかとい

うことをお聞きしているのです。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどもお話ししまし

たけど、６月議会において、実施設計という

ことで具体的な財源のものも含めてお示しし

たということで、我々が当初求めていた財政

的な根拠ということに相当するというふうに

思っております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありません

か。 

○森 武一議員  何点かお尋ねしたいと思い

ます。 

 まず最初に、持留議員がおっしゃっていた

地方自治法222条と４条の関係に関してという

ことで。今の課長であったりとか市長からの

答弁を考えたときに、222条に規定されている

財源の見通しが立っている中で出していると

いうような事なのじゃないかということが考

えられると思います。意見書の中で「市役所

の事務所としてふさわしいかどうかという視

点で審議していただきたい」というふうに書

かれているかと思います。今回、222条を考え

た場合に、持留議員もおっしゃっていたよう

に、財政の規律というところからも、という

視点というところでの222条の規定というご説

明だったかと思います。この記述とその222条

との関係に関して、どのように整理されてい

たのかということをお尋ねしたいというのが

一点あります。 

 もう一つが、意見書の中に「財政プログラ

ムの方針を踏襲する」というふうに記載があ

るかと思うのですが、先ほどの、さきの６月

議会において、第５次総計の経常収支90％の

目標は達成できないであったりとかというこ

とが明らかになってきたわけなのですが、こ

この財政改革プログラムの方針の踏襲という

ところは、どこの部分を踏襲したのかという

ことを教えていただければと思います。 

 次ですね、意見書の中に「財政見通しどお

りの財政運営を行うためにも」という記載が

あるんですが、ここに関しても公共施設等総

合管理計画の中に、道の駅はまびらであった

りとか新庁舎建設が入っていないという中で、

シミュレーションの中の財政見通しどおりに

行ったときに、そこら辺の影響がないのかと

いうことですね。実際、シミュレーションど

おりであった場合というのが、起債の限度額

として目標額を設定されていたかと思います。

ただ、実際、その平均額を取った場合に、そ

れよりも多いというのが出てきているわけな

ので。目標額より多いのが、過去の平均とし

て出てきているという中で、実際そういう突

発的な災害であったりとかという場合が起こ

ったときでも、この財政見通しのとおりに財

政運営ができるのかという。要は、そのシミ

ュレーションに沿った形で財政運営として支

障がないようになってくるのかということが

一点と。 

 あと、財政調整基金で１億3,000万を繰り入

れるということであったかと思うのですが、

そこに関して、簡単に財調への積立てという

のは、年間どれぐらい考えていたのかという

ことですね。 

 あと、事業費に関して、約43億かかるとい

うことで、総事業費ですね。ここに関して、

利払い費というのがどの項目で入っていたの

かというのを教えていただきたいのが一点と。 

 あと、意見書の中で、財政的リスクのとこ

ろの論点として２点書かれているかと思いま

す。建設費に財政リスク、現計画を見直すこ

とによる財政的なリスクということで、現計
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画での活用予定の有利な地方債が活用できな

いということが一点と、建設費について、資

材や労務費の上昇が考えられることから、遅

れれば遅れるほど市財政への影響が非常に大

きくなってくると。時間軸から考えると、資

材や労務費の建設単価が上がることによって、

財政的な影響が出てくるということが大きく

なってくるということが趣旨なのではないか

というふうには考えるのですが、教科書的な

ことを考えると、インフレとして考えたとき

に、絶対額として上がるかもしれないのです

けど、財政に与える相対的な影響というのは、

時間的なずれは出てくるかもしれないですけ

ど、最終的には収れんされてくるのではない

かと考えるのですが。ここら辺の、財政に影

響が出てくるといった場合に、財政に相対的

に建設費というものが重く負担がのしかかっ

てくるというような意味合いになってくると

思うのです。そういう場合というのは、例え

ばスタグフレーションであったりとかそうい

う場合を想定しないと、特殊な状況を想定し

ないとなかなか難しい状況なのではないかと

思うのですが。ここら辺の意味合いについて、

どういう意味合いだったのかというのを教え

ていただければと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  あまりにも多くの質問

だったので。ただ、内容としては、前回６月

議会の内容とそう変わらないということであ

ります。前回、考え方としてお示ししたとお

りであります。 

 委員会の中でもありましたけれども、今、

梅雨時期で大変な雨が降っている。ただ、昨

日は想定しないぐらいの大変な被害があちこ

ち出ている。これから先、もうどうなってい

くかというのは不透明な部分があるというの

は、もう皆さんもご理解しているところだと

思います。明日もこんな天気だろうというこ

とは分かりますけれども、１か月先の天気が

晴れか雨かというのはなかなか分かりにくい

ところがあります。雪ではないだろうという

のは想像がつきますけれども、５年、10年の

シミュレーションとなったときに、なかなか

厳密に、そのとおりにというのは現実的に難

しい。ただ、そこをうまく皆さんの協力の下

でやっていくと。大きな災害が出れば、６億

円計画していますけど、７億になったり８億

になったりする場合もあるでしょう。４年前

に37億という被害が出た。半分は手出しが必

要だとなったときに、地元の代議士にお願い

して98％の支援をいただいて、結果としてピ

ンチもチャンスになったこともあります。 

 これまで幾度となくそういうことがありま

すから、その時々に応じて何があるか分かり

ません。新型コロナもそうであります。これ

から先もどうなるか分かりませんけれども、

そのときにはこれまでそうだったみたいに、

結果としてシミュレーションをしっかり守り

ながら、貯金を増やし、借金を減らして財政

をこれまでないぐらいの状況に保っているの

は事実です。その上でいろんなものもつくり

ながら、ここへやってきているというのは事

実ですから。これから先、分かりませんけれ

ども、そういうものに関してもしっかりと計

画を立てながら、歳入確保の部分も、先ほど

ご指摘があった当初の計画よりも支出が多く

なるもの、数字が悪くなるものはありますけ

ど、逆に言うと数字がよくなっているものも

あるわけでありますから。そこをうまくやり

くりをしながら、いろんなことに対して対処

していくというのが我々の役割であり、また

議会の先生方もその中でどう効率的に選択し

ていくのかというのをご提案いただくという

のが役割だと思いますので。いずれにしても、

少子高齢化・人口減少社会の中で、そういう

背景、高度経済とは違う難しさがあるのは十

分分かっていただいていると思いますので。
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180億、大体１年間の予算を組むときに、14億

ぐらいの税収しかない中で国や県、いろんな

ところと連携してやっていくというのはその

とおりでありますし、森議員も牛根にあって

２つの医療施設がなくなり、過疎化が進み、

いろんなことをやらなきゃいけないというの

があると思います。先ほど宮下代表がおっし

ゃったみたいに、いろんなお立場があってそ

れぞれ当然のことだと。どうしなさい、こう

しなさいは言えませんけれども、垂水市にと

ってこれからどうしていくのかというのも一

方で大事なことだというふうに思いますので。

しっかりとできる限りの、我々も庁舎、予算

も含めて大事な問題でありますから、できる

限り説明をしながら、その上で賢明なご判断

をいただきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 担当から幾つか、漏れるかもしれませんけ

れども、答えられる範囲で答えさせていただ

きたいと思います。 

○財政課長（濵 久志）  まず、財政プログ

ラムを踏襲したというところでございますが、

市債発行の総額を抑制したと。額としまして

は、通常債を年平均６億円に抑えるというも

のを踏襲しております。そのほか、地方交付

税措置のある起債の活用を徹底すると。過疎

債、辺地債、そういう有利な起債を活用して

いくというところでございます。 

 それと、災害等が起こった場合、その６億

で財政運営ができるのかというところでござ

いますが、この６億円の設定につきましては

平均値でございますので、その年度に災害等

で起債が６億を超えるという場合もございま

す。そうなった場合には、翌年度また起債額

を抑制すると、そういう流れで平均６億の起

債額で行くというところで。８億7,000万です

ね。災害まで入れた額８億7,000万で抑えてい

くというところでございます。 

 それともう一つ、資材や労務費が上昇する

ことの影響です。一般的に資材や労務費が上

昇することによりまして、建設費用が増加し

ますので財源確保などの市財政の影響はある

と予測されます。今、森議員が言われたとお

り、最低賃金の引上げや物価上昇などが市税

等に影響すると考えられますが、人口減少等

により財政収支の見通しでも市税等は減少を

見込んでいるところです。 

 また、意見書にありますとおり、「現計画

での活用予定の有利な地方債が活用できず」

と記載がありますように、現在予定しており

ます有利な地方債が活用できなくなることが

想定されますので、現行の地方債制度の中で

は、借入先が地方公共団体金融機構資金から

市中銀行の借入れに変わります。30年償還で

機構資金の年利0.3％から市中銀行の利率を年

利１％と想定した場合、利子の支払い分が約

２億4,700万ほど増加することや、元利償還に

対して交付税が算入される７億2,400万円が算

入されなくなるなど、市財政への影響が大き

くなることが想定されます。 

 財政調整基金については、シミュレーショ

ンの中では年間１億3,000万を繰り入れると。

その後、繰越金の２分の１を積み込んでいく

という試算になっております。すいません、

ちょっと今見つかりませんが、令和５年度で

財政調整基金は、11億台に維持できるという

試算になっております。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  答弁漏れはないですか。

（発言する者あり） 

○財政課長（濵 久志）  すいません。新庁

舎建設事業の借入れの利子ということですね。

23億の借入れで、利子が１億2,126万5,000円

です。これは利率0.3％で試算した場合でござ

います。 

 222条につきましては、先ほどご説明したと
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おり必要な予算上の措置が適確に講ぜられる

見込みというところでございますが、地方公

共団体の長において見込みがあるものと判断

すれば足りるという解釈がございますので、

条例案の提出時点において必ずしも予算の先

行審議を要する趣旨ではないということで、

今回４条を提案しているところでございます。 

○森 武一議員  まず、すいません。趣旨が

ちょっと伝わりにくかったのかなというとこ

ろがあるのですけど、222条のところで、予算

案と条例案に関して一体的に考えるというこ

とを、財政を規律するためにということだっ

たかと思うのです。趣旨として。そうなった

ときに、意見書の中に、「市役所の事務所と

してふさわしいのかどうかという視点で審議

をしてください」というような文言があると

いうことで、そうなってきたときに、ここに

財政であったりとかという視点が抜けてくる

のではないかと。一体的に考えるとなったと

きにですね。なので、その222条の中で４条と

の関係をどのように整理していたのかという

ところです。 

 あと、財政改革プログラムの件に関してな

のですが、市債発行額を抑えるであったりと

か交付税、有利な交付税を使うということだ

ったかと思います。一応財政改革プログラム

の中で、地方交付税に関しては、国勢調査で

予想される結果を見込むというふうに書いて

あるんですが。今回のそのシミュレーション

においては、マイナス１％をしているという

ことで、財政改革プログラムを踏襲するとな

ったときには、その国勢調査の影響を見込ん

だ形でシミュレーションをするというのが必

要だったんじゃないかと思うのですが。１％

をずっとしていったときと、実際の国勢調査、

人口予測というのがもう既に出ているわけな

ので、そこをベースにしたときの考え方、差

というものがなかったのかということですね。

毎年１％ずつ減っていくということと国勢調

査をベースに考えたときに大体の交付税額っ

て出てくると思うので、そこの差がなかった

のかということの確認と。 

 あと、（発言する者あり）財政リスクのと

ころ、建築費が上がることに関するというこ

とで、先ほどのご答弁だと市税の減少であっ

たりとかということで財政負担が増えていく

というようなお答えだったかと思います。そ

うなってきたときに、意見書の中で書かれて

いるのは、建設費が上昇する、労務費が上昇

するから財政負担が大きいというふうに書か

れているわけなんですね。説明とそこら辺が

食い違ってくるのではないかということで。

もう少しそこら辺を分かりやすく教えていた

だければと思います。 

○財政課長（濵 久志）  まず、労務費が上

がることで財政負担が増えると。先ほど申し

上げたとおり、物価上昇などが市税に影響す

ることは考えられますが、人口減少でそこは

想定していないというところでございます。

ここで財政の影響を与えるというのは、前段

にあります起債の影響、起債借入れができな

いことによって交付税措置が受けられる起債

が借りられないというところが財政負担の影

響の大きなところでございます。 

 交付税の算定の中で、国調の人口減少を見

込んだ場合との比較ということだと思うので

すが、そこの国調の人口減に対して交付税は

どうなるかという試算は、財政課ではちょっ

としていないところでございます。単純に交

付税が１％減少するということは、大体4,000

万ずつ減少していくという考えになります。

それで現在、試算しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  森議員、答弁漏れ。

（「議長、委員会でやりましょう」「整理の
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関係」の声あり） 

 森議員、今２回だから。 

○森 武一議員  あと１回。 

○議長（篠原則）  ３回目でもう立って、

ちゃんと言わないと。 

○森 武一議員  はい。すみません。先ほど

漏れていたところで、同じこと３度目なんで

すけど。222条との整理のところで、要は222

条と４条の関係として考えられるというもの

は、条例を制定することによって財政支出、

財政の規律するために222条というところの、

規定があるかと思うのですね。それは、予算

を伴う条例案に関しては４条も含まれるとい

うような、お答えだったかと思うのです。そ

うなったときに、今回、視点として、ここの

市役所の事務所としてふさわしいかどうかと

いう視点で審議してくださいということで意

見書が書かれていると思うのです。そうなっ

てきたときに、222条の趣旨から考えたときに、

財政であったりとかそういう全体として考え

るということが必要なのではないかと思うの

ですが、そこに関してどのように整理してい

たのかというのを教えていただきたいという

のが一つです。 

 あと、労務費。建築費と労務費が上がるこ

とによっての財政負担の件に関してなんです

が、（「普通は上がるでしょう、将来的に」

の声あり）財源として相対額が、負担が上が

るというようなことを課長がご答弁いただい

ているのではないかといふうには認識してい

るんです。ただ、教科書的に考えた場合、イ

ンフレが上がった場合には、後年度になって

くるとは思うのですが、インフレというもの

に関しては、税収として上がってくると。市

税に関してそれがダイレクトに反映されない

のではないかということなんですが。すみま

せん、ちょっと今しゃべっているので聞き取

りにくいかもしれないです。大丈夫ですか。

インフレとして市税が上がってくるであった

りとか、交付税に反映されてくると思うので

す。要は、インフレで名目ＧＤＰが上がって

くるのであれば、それは最終的には交付税額

を算定する際に、そこは反映されてくるとい

うふうに考えるのが妥当な、教科書的な考え

かと思うのですが、今の課長のご答弁だとそ

こはもう算定されてこないのではないかとい

うようなことだったと思うのです。そこは、

そこがどういうふうに考えて、このようなも

のになっているのかというのが。今回、ここ

でちょっとお答えが難しいようであれば、ま

た明日ということになってくるとは思うので

すが。そこをもう一度お願いします。 

○財政課長（濵 久志）  交付税に関して、

基本的に今の制度の中で人口減少していくと。

その中で制度改正がない限り、交付税は増え

ていかないという考えでございます。減少し

ていく、そのように財政課では見ているとこ

ろです。労務単価、景気がよくなると、そう

いうもので市税等、交付税にも影響があるか

もしれませんが、それ以上に人口減のほうが

交付税を減額させていく一つの要因だという

ふうに考えておりますので、そこは反映して

いないところでございます。 

○議長（篠原則）  以上で、質疑なしと認

めます。これで質疑を終わります。 

 本案については、総務文教委員会に付託い

たします。 

 本日の日程は、以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明７日から９日までは、

議事の都合により休会いたします。 

 次の本会議は、７月10日に開きます。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちま

して散会いたします。 

     午後０時39分散会 
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令和２年７月10日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  初めに、７月５日からの

大雨に対します本市の警戒態勢についてご報告

いたします。 

 気象庁などの情報をもとに、深夜から翌朝に

かけて大雨が予想されたことから、７月５日午

前10時半に災害警戒本部を設置し、同日午後４

時に牛根地区、協和地区、市木地区、水之上地

区に避難勧告を、その他、市内全域に避難準

備・高齢者等避難開始情報を発令し、市内７か

所の避難所を開設いたしました。 

 また、７月７日にも深夜から翌朝にかけて大

雨が予想されたことから、午後５時に水之上地

区に避難指示を、その他、市内全域に避難勧告

を発令し、市内10か所の避難所を開設いたしま

した。 

 なお、避難所開設に際しましては、保健師に

よる健康チェックや健康相談を実施し、避難者

の健康管理に努めたところでございます。その

後も本日まで、避難所の開設等、警戒態勢を緩

めずに、職員一丸となって対応いたしておりま

す。 

 本市では、かねてから人命第一に、迅速な避

難情報の発令等を心がけておりますが、今回は、

７月４日未明からの大雨により、熊本県南部、

球磨川流域を中心に甚大な被害が発生したこと

も教訓に、より厳重な警戒態勢を敷き、災害に

備えたところでございます。改めて、お悔やみ

を申し上げたいと思います。 

 それでは、被害の状況についてご報告いたし

ます。 

 まず、住宅・家屋被害につきましては、山腹

崩壊の土砂と倒木により、新光寺地区で家屋２

棟が全壊いたしました。新光寺地区で家屋が全

壊した被災世帯の方につきましては、現在、錦

江町の定住促進住宅に避難入居されております。

昨日、お２人には見舞金10万円をお渡しし、励

ましの言葉をお伝えしたところでございます。 

 また、新城麓地区では、家屋の一部破損２棟

の被害が発生しており、そのほかの被害では、

下中馬場地区において、床上浸水が１棟、市内

各所において床下浸水10棟、敷地内への土砂の

流入が６棟と報告されております。 

 次に、土木課関係についてご報告いたします。 

 まず、８日現在の調査におきまして、崩土除

去や路肩決壊、河川護岸の決壊、さらに河川の

埋塞など、合計50件の被害が発生しております

が、そのうち９件につきまして、今後、災害復

旧補助の申請を予定しております。 

 現在、建設業の皆様に依頼し、土砂除去など、

復旧に向けて全力で取り組んでいただいている

ところでございます。安全対策に努めながらさ

らに調査を実施し、早期復旧に向け取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、農林課所管事項についてご報告いたし

ます。 

 ７月３日からの活発な梅雨前線の影響により、

農林課所管の農業施設及び林業用施設で災害が

発生いたしました。現在、被害箇所等の確認作

業中でございますが、農業用施設では、農道の

路肩決壊や水路の閉塞、その他、山腹崩壊によ

り土砂が流出し、水田等への農地災害が発生し

ております。林業用施設では、林道海潟麓線と

林道二川線等で路肩決壊等の災害が発生してお

ります。 

 また、農作物等の被害状況については、現在、
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確定しておりませんが、水田への土砂流入によ

る普通期水稲の被害が発生しております。当面

は、道路や水路等に堆積した土砂除去や危険箇

所に大型土のうを設置するなど、応急対策が主

な業務となりますが、災害復旧に向けて準備を

進めてまいりたいと考えております。 

 次に、生活環境関係について報告いたします。 

 今回の大雨により、市木地区の集落水道施設

が被災し、飲料水の正常な給水に支障が生じて

おります。現在、市において、朝と夕方の１日

２回給水活動を行い、地区の支援に努めており

ます。 

 また、ペットボトル２リットル入りの温泉水

を、昨日、集落の全戸に12本ずつ配布したとこ

ろでございます。 

 次に、社会教育関係についてご報告いたしま

す。 

 本年３月10日に国の史跡に指定された垂水島

津家墓所において土砂流入があり、一部の石塔

に被害が発生しておりました。垂水島津家墓所

は、非常に重要な文化財でありますことから、

今後、文化庁や県をはじめ、各専門家の指導の

もと、迅速な復旧に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 幸いにも、これまで人的被害は発生しており

ません。今後とも、人災ゼロを目指した防災・

減災対策を図ってまいりたいと考えております。 

 なお、以上申し上げました災害の復旧に要し

ます予算につきましては、９月議会前に専決処

分で対応させていただくこともあり得るかと思

いますので、ご了承いただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △委員会の閉会中の継続審査の件につい

て 

○議長（篠原則）  日程第２、委員会の閉会

中の継続審査の件についてを議題といたします。 

 総務文教委員長から、目下、委員会において

審査中の事件について、会議規則第103条の規

定によって、お手元にお配りしました申出書の

とおり、閉会中の継続審査の申出がありました。 

 お諮りいたします。委員長から申出のとおり、

閉会中の継続審査とすることにご異議ございま

せんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申出のとおり、閉会中の

継続審査とすることに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。次は、10時20分

から再開いたします。 

     午前10時10分休憩 

 

     午前10時20分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 ただいま市長から、議案第46号及び議案第47

号が提出されました。 

 お諮りいたします。議案第46号及び議案第47

号は、緊急を要する事件と認め、日程に追加し、

追加日程第１、並びに追加日程第２として審議

することにしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第46号及び議案第47号は、緊急

を要する事件と認め、日程に追加し、追加日程

第１、並びに追加日程第２として審議すること

に決定いたしました。 

   △議案第46号・議案第47号一括上程 

○議長（篠原則）  追加日程第１、議案第46

号及び追加日程第２、議案第47号の議案２件を

一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第46号 垂水市庁舎建設に関する住民投票 
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条例 案 

議案第47号 令和２年度垂水市一般会計補正予 

算（第５号） 案 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  議案第46号垂水市庁舎建

設に関する住民投票条例案及び議案第47号令和

２年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案に

つきまして、私のほうでご説明させていただき

ます。 

 私は、新庁舎建設事業は、市にとって大変重

要な施策であることから、市民の皆様のために

この事業を進めていくためにも、大きな決断を

行ったところでございます。 

 結論から申し上げますと、私は、新庁舎建設

事業に関して、現在、市が進めている現計画案

に賛成か、反対かを問う住民投票を行い、その

結果を私はもちろん、議会の皆様にも尊重して

いただきたいというご提案でございます。 

 それでは、この住民投票の実施に関する提案

理由についてご説明いたします。 

 新庁舎建設事業は、議員の皆様もご存じのと

おり、築60年を経過し、新耐震基準を満たして

いない、安全上、問題のある現庁舎を、防災拠

点機能を備えた市民の皆様の安心安全を守り、

職員も安心して業務に取り組める新庁舎に建て

替える事業でございます。 

 東日本大震災後の平成24年２月に庁内検討委

員会を設置し、その後、熊本震災後の平成28年

から本格的に事業をスタートさせました。平成

29年11月に基本構想、平成30年３月に基本計画、

そして、令和２年３月に実施設計が完了いたし

ました。この間、議会の皆様にも幾度となく新

庁舎建設事業について、ご説明とご報告を行っ

てまいりました。平成30年３月に基本設計・実

施設計予算を、平成31年３月に追加の地質調査

予算を、そして、さきの６月議会で新庁舎建設

工事関連の予算を可決いただきました。 

 一方で、地方自治法第４条に基づく、市役所

の位置を定める条例改正案でございますが、私

としては、少なくとも建設予算の決定後に提案

する考えをお示ししておりました。しかしなが

ら、新庁舎建設を考える会の方々から、新庁舎

建設の見直しを目的に、地方自治法第74条に基

づく条例制定の直接請求を、建設予算が確定す

る前に提出され、令和２年第１回臨時会で審議

の結果、否決となりました。 

 今回の臨時会では、新庁舎建設を推進する会

の皆様が、4,468名の署名を添え、今度は真に、

位置条例制定を目的とした直接請求が行われた

ところでございます。その推移を見守っており

ましたけれども、先日行われました総務文教委

員会では、審議の結果、継続審査となりました。 

 委員会審査の中で、事業費の妥当性や将来の

財政運営に関する質疑を、さらに深めていく必

要性があることや、議会として、垂水市民が一

丸となって同じ方向を向けるように、住民投票

の実施についてご意見が出されたところでござ

います。 

 住民投票は、市長と議会との二元代表制を補

完する、法で定められた市民の意思を確認する

制度でございます。私としては、市民の皆様の

ご意思を確認するためには、新庁舎建設に関す

る情報が必要であると考えます。 

 そういった意味からも、実施設計が完了し、

新庁舎の姿が見え、さらに新庁舎建設に要する

具体的な事業費をお示しして、議会で予算が可

決され、同時に建設計画について、市民の皆様

方の理解度が増してきている今こそが、市民の

皆様の真意を問う時期ではないかと判断し、決

断したところです。 

 新庁舎建設は、重要な事業でありますことか

ら、市民の方々の間においても、それぞれのお

立場で様々なお考えがあろうかと思っておりま

す。 

 これまで説明会をはじめ、広報誌等でも新庁
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舎建設事業の現計画について、丁寧に説明を行

ってまいりましたが、一部の市民の方々にご理

解をいただけていない状況が続いております。 

 50年に一度であろう大変重要な事業であるか

らこそ、将来を担う、これからの市民の皆様に

引き継いでいくために、市や議会、そして市民

の皆様も新庁舎事業に対して同じ方向を向き、

取り組んでいくためにも、住民投票の実施を決

断した次第でございます。 

 現計画どおり進めるのか、それとも白紙とす

るのか、この最良のタイミングで市の新庁舎建

設計画を今一度ご確認いただき、市民の皆様お

一人お一人が、その意思を明確にお示しいただ

きたいと考えております。 

 繰り返しになりますが、住民投票の結果に際

しては、私自身尊重してまいりますし、議員の

皆様方にも尊重していただきたいと思います。 

 以上、新庁舎建設に関する住民投票条例の提

案説明でございましたが、条例案の内容及び補

正予算案につきましては、担当課長より説明さ

せますので、どうか慎重審議の上、議決をいた

だきますようにお願い申し上げます。 

○総務課長（和泉洋一）  それでは、議案第46

号垂水市庁舎建設に関する住民投票条例案の内

容につきまして、第１条から順にご説明させて

いただきます。 

 まず、第１条は、この条例が本市の現行の庁

舎建設計画について、住民の賛否の意思を確認

することを目的としていることを規定したもの

でございます。 

 次に、第２条は、住民投票条例の目的を達成

するため、現行の庁舎建設計画に賛成、庁舎建

設計画に反対の二者択一によるものとすること

を規定したものでございます。 

 次に、第３条は、住民投票の執行について規

定し、第４条は、住民投票の期日について60日

以内に実施する旨を規定したものでございます。 

 次に、第５条は、投票資格者は、公職選挙法

の規定によることを定めたものでございます。 

 次に、第６条から第８条については、投票の

方式、投票所においての投票、無効投票につい

て規定しております。 

 次に、第９条から第11条は、情報の提供、投

票の促進、投票運動について規定しております。 

 次に、第12条は、投票及び開票については、

規則で定めるもののほか、公職選挙法等の規定

により行われるものとし、第13条において、投

票結果の告示等について規定しております。 

 また、第14条は、投票結果の尊重として、市

長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなけ

ればならないことを明記いたしております。 

 第15条は、規則委任条項でございまして、住

民投票に関して必要な事項を、規則で定めるこ

とを規定しております。 

 最後に、附則といたしまして、第１項に施行

期日、第２項に、この条例は、投票日の翌日か

ら起算して90日を経過した日にその効力を失う

ことといたしております。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○財政課長（濵 久志）  それでは、議案第47

号令和２年度垂水市一般会計補正予算（第５

号）案についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、住民投票の実施に要する経費

について、増額補正するものでございます。 

 今回、歳入歳出とも661万7,000円を増額しま

すので、これによる補正後の歳入歳出予算の総

額は147億9,870万4,000円となります。補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、２ページから３

ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲げて

あるとおりでございます。 

 次に、歳出の事項別明細についてご説明いた

します。 

 ７ページをお開きください。 

 ２款総務費４項選挙費14目住民投票費の報酬
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は、投票開票管理者、立会人等及び会計年度任

用職員に係る経費でございます。職員手当は、

職員の時間外勤務に要する経費でございます。

共済費につきましては、会計年度任用職員に係

る社会保険料、旅費につきましては、投票開票

管理者、立会人等の費用弁償及び会計年度任用

職員に係る通勤手当でございます。 

 需用費につきましては、入場券の用紙代等で

ございます。役務費につきましては、入場券の

発送等に要する経費でございます。使用料及び

賃借料は、期日前投票所のプレハブ借り上げ等

に要する経費でございます。 

 これらに対する歳入は、前に戻っていただき

まして６ページの歳入明細にお示ししてありま

すように、繰越金の一部を充てて、収支の均衡

を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 休憩時間中、委員会室におきまして全員協議

会を開きますので、ただいまの議案を持ってご

参集願います。 

     午前10時34分休憩 

 

     午前10時45分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど、議題としました議案に対し、これか

ら質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  先ほど、全協があったんです

けれども、改めて今回、市長の決意に敬意を表

したいというふうに思います。本当に勇気ある

決断だったというふうに思います。 

 それで、若干気になるところがありまして、

第２条の庁舎建設計画に賛成か、反対か。先ほ

どの中でも土地問題も当然、統括した形での中

身だということだったんですが。ただ、市民に

これだけなっちゃうと、庁舎建設だけかという

ふうに誤解なり、そのあたりを招く可能性はな

いのかということが、私は非常に懸念されるん

ですよ。皆様が心配されたのは、土地問題が中

心だったと思う。反対する人たちの立場の方は

ですね。そうすると、ここである意味、この庁

舎建設という表現は、そのことで誤解を招かざ

るを得ないこともあるんじゃないかと。市民に

分かりやすい、やはり中身で明文化することが

必要であったんじゃないかと。それはできない

ということになれば、今度は、何らかのそれを

サポートするような、補足するような、そうい

う文書をつけて市民の皆さんに真を問う、一つ

の資料として、そういうことは提出できないの

か。そのことを１点、お聞きしたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○総務課長（和泉洋一）  ただいまのご質問に

つきまして答弁いたします。 

 住民投票の目的、これを確実に達成するため

に、その設問の形式というのは、議員ご指摘の

ように、解釈の余地を残すことのないように、

明確にする必要があるというのは、我々もその

ことについては十分検討いたしまして、その点

について、誤解がないように現行の、本市が今、

進めている現行の庁舎建設計画に対して、先ほ

どもありましたとおり、位置、規模を含めて、

全てをひっくるめて現行の庁舎建設計画に賛成

か、反対かということで、住民投票を実施する

ということでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  少し補足いたしたいと思

います。 

 昨年度末にも住民投票ということで、当時の

高橋代表から出された件がありました。何が違

うのかということが、一つ重要なポイントだろ

うというふうに思います。我々は、庁舎建設に

関して基本構想、基本設計、そして６月19日に



－31－ 

実施設計が可決されて、建設に関する予算も含

めて、我々の中身が示されたわけですね。 

 その上で、最終的には主権者である市民の皆

さんのご判断を問いたいと。賛否それぞれあり

ますから、そういう趣旨でございます。それで、

12月23日に住民投票という提案がございました

けども、ご案内のとおり、どちらかといいます

と、反対を主旨として場所だけを問うというこ

とでございました。 

 我々自身も、その具体的な絵も示せておりま

せんし、比較する代案もございませんでしたの

で、あの時期にはそういうことで、あの段階の、

あのものに関しては、住民投票の必要はないと

いうような、ざっくりお話をさせていただきま

した。 

 ただ、ここへ来て、常々議員の皆様がおっし

ゃるとおり、民意というのが大事なんだと。そ

れぞれのお立場があるけれども、ちゃんとした

中身を示させていただいた中で、ご判断してい

ただくという段階に来ましたので、ここへ来て

最良のタイミングだと。いろいろありましたけ

れども、一番いいタイミングでお諮りして、反

対が多ければ白紙、見直さなければいけないと

考えておりますし、賛成が多ければ、先ほどお

話したようなご協力をいただいて、推進に向か

って、垂水市として古くて危ないから建て替え

なければいけないというのはもうそのとおりだ

というふうに思いますので、ご協力をいただか

なければいけないのだというふうに思っていま

す。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○川越信男議員  先ほどの全協並びに、今、持

留議員から質問がありましたけれども、市長は

住民投票で、賛成が多ければ今までの計画どお

り進めていかれると思いますけれども、もし反

対が多かった場合は、どのような対応をされる

のかお伺いいたしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  今、少しお話させていた

だきましたけれども、あくまでも住民投票をさ

せていただく、市民の皆様にご判断いただく環

境が、今のタイミングが整ったと思っておりま

す。住民投票をするからには、やはり結果を尊

重しないと意味がありません。それぞれ意見は

ありまして、それぞれの立場で正しいわけです。

正しいわけです。 

 ただし、どう決断するかということでありま

すので、その中で、今のご質問がありましたけ

れども、反対が多ければ当然、白紙に見直さざ

るを得ないというふうに思っておりますし、賛

成が多ければ、進めていくという形でご理解い

ただきたいというふうに思っております。 

○川越信男議員  市長から考えをお聞きいたし

ました。私たち議員も住民投票の結果を尊重し

て、結果に従い、賛成が多かったら議員総意の

もと、一つになって進めようではありませんか。

皆さん、よろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○森 武一議員  先ほどの、全協のところでも

少しお伺いしたのですが、９条の件に関して、

「庁舎建設計画に関して、投票資格者が意思を

明確にするために必要な情報を、公平かつ公正

に提供するよう努めるものとする。」という規

定があるかと思います。 

 前回の委員会の席において、今月号の広報誌

に38億円というふうに書かれていると、予算が

ですね。ただ、議員に対しての説明に関しては、

総事業費が約48億円というふうに説明をされて

いる。そこに関しての情報提供はどうなるんだ

と。（発言する者あり）43億円ですね、42億

9,000万円ですかね。ということで、そこに関

しての情報提供を、どういうふうにするんだと

いうことでは、明快にお答えいただけなかった

かと思うんです。 

 今回の、その１条の規定からすると、現状の
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庁舎建設計画、予算を含めてということだった

のですが、その約43億円でまだ総事業費がいく

らになるのかということも、現状を分かってい

ないということに関しても、しっかりとその情

報提供が必要だと思うんですが、その件に関し

てどのようにお考えなのか、お伺いできればと

思います。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでもお答えしたと

おりなのですけれども、賛成、反対、いろんな

そのそれぞれチラシが出たりとか、いろいろ情

報、本当にどうかなというようなことも結構ご

ざいます。ただ、我々は、議会に提案した内容、

そして議決した事項を正確に記すということに

なりますので、この間、ご提案した条例、そし

て可決いただいた内容でございますので、それ

に対して間違った記載とかはないということで

あります。 

○森 武一議員  38億円が間違っているという

ことではなく、総事業費として、議員には現状、

かかっていると。約43億円かかるというふうに

見込みがあるということなので、そういうこと

もしっかりと市民の方に示していただいて、市

民の判断を仰げればと思うので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどの、少し訂正をお

願いしたいと思います。私が発言した中で、住

民投票は、市長と議会との二元代表制を補完す

る法で定められたと申し上げましたが、条例と

いうことでありますので、訂正させてください。 

○議長（篠原則）  これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第46号及び議案第47号の議案２件につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により、委

員会付託を省略したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第46号及び議案第47号の議案２

件は、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第46号及び議案第47

号を原案のとおり決することにご異議ございま

せんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第46号及び議案第47号は原案の

とおり可決されました。 

   △閉  会 

○議長（篠原則）  これをもちまして、令和

２年度第２回垂水市議会臨時会を閉会いたしま

す。 

     午前10時55分閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 

 

 

         垂水市議会議員 
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